
＜送金処理で確定したのに確定が外れる場合の件＞ 確定後、新規契約を行なう場合または送金月度を変更する場合は確定が外れる可能性が ありますので、御注意下さいますよう宜しくお願い致します。 
 下記２つの場合、確定が外れます。 １．確定後、該当物件の空室に新規契約が入り、確定した月度と同じ月度で新規契約分の  送金を行なう時。  この場合、新規契約決定の送金月度を設定する際に｢確定フラグが付いている～｣という  画面が開きます(下図参照) 

 上図で｢はい｣を選ぶと確定が外れ、右図のような画面が開きます。  右図を｢OK｣で閉じた後、送金処理で再度集計をすると新規契約分を含めた  家賃支払精算書が作られます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※既に 6月分が確定済になっている場合 



 

 

 ２．送金処理で、明細の月度変更を行なう際、変更先の月度が確定されている場合  例）2006/05は確定済、2006/06の送金明細の一部を 2006/05に月度変更したい   →｢確定フラグが付いている～｣という 画面が開きます(下図参照)   

 

 

 

 

 

 

 

 

※前記同様右上図のような画面が開きます。 ｢はい｣を選ぶと確定が外れ、右図のような画面が開きます。 


